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公共交通

浅井地区に続き、10月１日(月)からびわ
地区、西黒田・神田地区で試験的に運行を
開始するデマンドタクシーを利用いただく
には、事前の利用登録が必要となります。
登録は無料で、９月10日(月)から各地区

指定の場所で随時受付けます。

浅井地区で運行するデマンドタクシーについて
10月１日から、どなたでも「お市ちゃんタク

シー」の利用が可能となります。ただし、利用
いただくには事前の利用登録が必要となります。
※すでに「お市ちゃんタクシー」の利用登録証
をお持ちの方は、登録内容に変更がなければ、
あらためて登録する必要はありません。

○びわ支所地域調整課(びわ地区の方) 7_３２２１
○西黒田公民館(西黒田地区の方) 7U０３８１
○神田公民館(神田地区の方) 7U７０３７
○浅井支所地域調整課(浅井地区の方) 7a４３５０

お申込み場所

○各申込場所に備付けの申請書に必要事項を
ご記入いただき、あわせて本人確認（住
所・氏名）できる書類を提示いただきます
と、その場で利用登録証を発行させていた
だきます。

※場合によっては、後日発送となることもあります。

提示書類 ※次のうち、いずれかの書類を提示してください。

①国民健康保険証
②老人保健医療受給者証
③年金手帳
④運転免許証
⑤その他官公庁から発行された書類
⑥公共料金(電話/電気/水道/NHK)の請求書ま
たは領収書

※①～④は、申請時に有効であること、⑤、
⑥は発行または作成日より６ヶ月以内のも
のに限ります。

市立長浜病院や長浜赤十字病院まで直接行く
ことはできますか？
直接は行けません。区域内の停留所間でのご
利用となりますので、区域内にあるバス路線
上の乗継停留所にて、路線バスにお乗り換え
ください。

デマンドタクシーとバスを乗り継いで利用す
る場合、料金の割引はないのですか？
路線バスとの乗り継ぎ利用の場合は、デマン
ドタクシーは割引料金となります。

予約しなければ利用できないのですか？
利用できません。予約のない便は運行しません。

車椅子での利用はできますか？
車両のトランクに収納できる車椅子をご使用
であれば利用できます。予約いただく際にタ
クシー会社までお知らせください。

― よくあるご質問の中から ―

デマンドタクシー
登録方法
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デマンドタクシーの
愛称が決定しました！

たくさんのご応募ありがとうございました。

運行地区 決定した愛称

わかあゆタクシー

ひょうたんタクシー

採用者

塚田百合子さん（川道町）
浅見　良雄さん（小堀町）

びわ地区

西黒田・神田地区

お問合せは、企画調整課(7X６５０５)へ。

デマンドタクシー運行区域の拡大にあたり 
利用登録の事前受付を開始します 
運　行　開　始　10月 １日(月)から 
登録の受付開始　 ９月10日(月)から 

デマンドタクシー運行区域の拡大にあたり 
利用登録の事前受付を開始します 
運　行　開　始　10月 １日(月)から 
登録の受付開始　 ９月10日(月)から 
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「緊急地震速報」とは、地震が発生したときに
震源に近い観測点で地震を検知し、直ちに震源や
地震の規模(マグニチュード)などを推定し、大き
な揺れが到達する前に、揺れが迫っていることを
お知らせする情報です。この情報は、10月１日
からテレビ・ラジオなどを通じて提供を開始され
る予定です。この情報を聞いて、大きな揺れが始
まる前に防災行動をとっていただくことにより、
地震被害の軽減が期待されます。
しかし、緊急地震速報の提供から大きな揺れが

到達するまでは長い場合でも数十秒程度であり、
震源に近い所では、情報の提供が主要動の到達に
間に合わない場合があるなどの技術的な限界があ
ります。
気象庁では、これらの限界を踏まえて、緊急地

震速報を地震被害の防止軽減に有効に活用してい
ただくための「利用の心得」を作成しました。

緊急地震速報が
10月１日、スタートします！

気象庁からのお知らせ

緊急地震速報のしくみや「緊急地震速報の利用の心
得」などについては、気象庁ホームページ
(http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaise
tsu/index.html)をご覧ください。
本件についてのお問合せは、
彦根地方気象台防災業務課(70749-22-6142)へ。
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